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は
じ
め
に 

一
、
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」
に
つ
い
て 

二
、
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」
に
つ
い
て 

三
、
寛
文
三
年
六
月
十
一
日
付
「
評
定
衆
中
置
文
」
と
往
来
田 

四
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
・
「
今
者
之
記
」
と
往
来
帳
・
貴
布
禰
帳 

翻
刻 

写
真 

  

は
じ
め
に 

上
賀
茂
神
社
の
名
称
で
知
ら
れ
る
賀
茂
別
雷
神
社
｟
以
下
、
賀
茂
社
と
い
う
｠

は
、
中
近
世
、
賀
茂
社
周
辺
の
境
内
諸
郷
に
お
い
て
、
往
来
田
と
い
う
特
徴
的
な

土
地
支
配
制
度
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。 

往
来
田
制
度
と
は
、
賀
茂
社
が
氏
人
一
四
〇
人
に
対
し
て
、
年
齢
順
に
一
定
の

社
領
を
往
来
田
と
し
て
支
給
し
、
氏
人
の
死
後
に
返
還
さ
せ
、
ま
た
次
の
氏
人
に

支
給
す
る
と
い
う
廻
給
田
で
、
神
社
と
氏
人
の
間
を
田
地
が
往
来
す
る
こ
と
か
ら
、

往
来
田
と
呼
称
さ
れ
る
｟
須
磨 

一
九
九
五
｠
。 

往
来
田
に
つ
い
て
は
、
戦
前
、
児
玉
幸
多
氏
が
賀
茂
社
に
残
さ
れ
た
近
世
の
日

次
記
な
ど
か
ら
、
制
度
の
概
要
、
変
遷
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
｟
児
玉 

一
九
三
七
｠
。

ま
た
、
清
水
三
男
氏
は
中
世
に
お
け
る
境
内
諸
郷
の
特
殊
性
に
つ
い
て
論
じ
る
中

で
、
往
来
田
に
つ
い
て
も
多
く
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
｟
清
水 

一
九
四
二
｠
。 
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戦
後
、
須
磨
千
頴
氏
が
中
世
の
賀
茂
社
に
お
け
る
、
氏
人
ら
の
支
配
組
織
の
実

態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に(

須
磨 

一
九
九
一
～
一
九
九
八)

、
賀
茂
境
内
諸

郷
の
詳
細
な
景
観
復
元
を
行
っ
た
｟
須
磨 

二
〇
〇
一
ほ
か
｠
。 

 

そ
の
後
、
志
賀
節
子
氏
が
中
世
後
期
に
お
け
る
境
内
諸
郷
の
往
来
田
の
収
取
制

度
の
研
究
を
行
っ
た
｟
志
賀 

二
〇
一
三
・
二
〇
二
一
・
二
〇
二
五
ほ
か
｠
。 

近
年
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
金
子
拓
氏
を
中
心
と
す
る
科
研
費
及
び
共

同
研
究
に
よ
る
調
査
、
『
賀
茂
別
雷
神
社
史
料
』
の
刊
行
開
始
も
あ
り
、
『
賀
茂
別

雷
神
社
文
書
』
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
、
史
料
の
研
究
資
源
化
は
大
き
く
進
展
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
世
以
降
の
往
来
田
制
度
に
つ
い
て
は
、
賀
茂
社
及
び
社
家
に

膨
大
な
古
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
な
お
十
分
に
研
究
が
進
展
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。 

本
稿
で
紹
介
す
る
二
点
の
史
料
、
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」
、
「
三
番
衆

安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」
は
、
近
世
の
賀
茂
社
の
往
来
田
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。 

両
史
料
は
筆
者
が
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
別
々
の

業
者
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
入
手
し
た
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
氏
人
の

家
に
伝
わ
っ
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
寛
文
三
年
｟
一
六
六
三
｠
六
月

十
日
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
併
せ
て
紹
介

す
る
。
そ
の
上
で
、
『
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
』
や
社
家
文
書
な
ど
を
用
い
つ
つ
、
両

 
1

「
賀
茂
禰
宜
神
主
系
図
」
｟
古
系
図
・
中
古
系
図
・
新
古
系
図
｠
の
画
像
等
は
賀
茂
県
主
同
族
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
で
あ
り
、
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
「
賀
茂
禰
宜
神
主
系
図
」
へ
の

言
及
は
、
全
て
こ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧
に
よ
っ
た
。
最
終
閲
覧
日
:
二
〇
二
六
年
二
月
九

史
料
の
往
来
田
制
度
に
お
け
る
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
末
尾
に
両

史
料
の
翻
刻
と
写
真
を
掲
載
す
る
。 

  一
、﹁
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
﹂
に
つ
い
て 

ま
ず
は
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」
｟
以
下
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
と
い
う
｠
に

つ
い
て
紹
介
し
、
検
討
す
る
。 

形
態
は
巻
子
一
軸
。
本
紙
全
四
紙
。
法
量
｟
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
｠
は
、
表

紙
:
横
一
九
・
七
、
第
一
紙
:
横
四
七
・
七
、
第
二
紙
:
横
四
八
・
〇
、
第
三
紙
:
横
四

七
・
九
、
第
四
紙
:
横
一
〇
・
三
、
軸
付
紙
:
横
二
・
五
、
横
全
長
:
一
七
六
・
一
。
縦

は
い
ず
れ
も
三
〇
・
六
。
表
紙
打
付
外
題
墨
書
「
九
番
衆 

□
｟
大
｠
炊
頭

□
□
□
□
□
｟
佳
氏
往
来
田
カ
｠
」
、
表
紙
題
箋
「
堀
北
重
固
」
。
第
一
紙
、
第
二
紙
、

第
三
紙
、
第
四
紙
の
紙
継
目
裏
に
黒
印
｟
計
三
箇
所
｠
。
虫
損
あ
り
。 

大
炊
頭
佳
氏
は
、
賀
茂
県
主
同
族
会
所
蔵
「
賀
茂
禰
宜
神
主
系
図
」
｟
新
古
系

図
、
以
下
、
「
新
古
系
図
」
と
い
う
｠
の
「
佳
氏
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
天
正
六
年
｟
一

五
七
八
｠
三
月
二
十
九
日
に
「
大
炊
頭
」
と
な
り
、
元
和
二
年
｟
一
六
一
六
｠
九
月

十
五
日
に
死
去
し
て
お
り
、
十
六
世
紀
後
期
か
ら
十
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
活
動

し
た
氏
人
で
あ
っ
た

1

。 
日
。(h
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s
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0

0
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0
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1
0

/
0

0
4

-
k

a
m

o
0

8
/
)

。
同
系
図
に
つ
い
て
は
山
本
宗
尚
・
月
本
一
武
「
『
賀
茂
禰
宜

神
主
系
図
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
活
用
の
可
能
性
」
｟
『
人
文
科
学
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ン
ポ

https://adeac.jp/adeac-arch/viewer/004-mp100090-100010/004-kamo08/
https://adeac.jp/adeac-arch/viewer/004-mp100090-100010/004-kamo08/
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賀
茂
社
周
辺
の
境
内
諸
郷
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
天
正
十
三
年
｟
一
五
八
五
｠

と
天
正
十
七
年
｟
一
五
八
九
｠
の
二
回
、
い
わ
ゆ
る
太
閤
検
地
が
行
わ
れ
た
。
と
り

わ
け
、
天
正
十
七
年
の
検
地
は
厳
し
く
、
そ
の
結
果
、
境
内
諸
郷
の
賀
茂
社
の
田

地
は
検
地
前
の
半
分
近
く
に
な
っ
た
｟
須
磨 

一
九
七
七
｠
。 

 

天
正
検
地
後
の
賀
茂
社
領
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
須
磨
千
穎
氏
の
論
考
に
詳
し

い
｟
須
磨 

二
〇
〇
七
:
三
〇―

四
三
｠
。
以
下
、
須
磨
氏
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
三
年

の
検
地
後
、
安
堵
さ
れ
た
社
領
を
氏
人
に
再
配
分
す
る
田
分
け
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
天
正
十
七
年
に
も
検
地
が
行
わ
れ
た
た
め
、
天
正
十
八
年
｟
一
五
九
〇
｠
に

氏
人
惣
中
は
再
び
田
分
け
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
一
四
〇
名
の
氏
人
各
人
に
つ
い

て
、
一
種
の
算
用
状
が
作
成
さ
れ
た
。
算
用
状
は
一
番
衆
か
ら
十
番
衆
ま
で
の
番

衆
ご
と
に
ま
と
め
て
帳
面
に
記
載
さ
れ
た
。
検
地
に
よ
り
打
ち
出
さ
れ
た
出
米
分

を
調
整
し
て
石
高
と
い
う
形
で
再
配
分
す
る
田
分
け
に
よ
り
、
往
来
田
制
度
は
土

地
そ
の
も
の
を
配
分
し
て
支
給
す
る
と
い
う
中
世
的
制
度
か
ら
、
石
高
を
基
礎
と

す
る
近
世
的
制
度
へ
と
転
換
し
、
明
治
維
新
ま
で
継
続
し
た
。 

以
上
の
須
磨
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
を
検
討
す
る
。
そ
の
内
容

を
表
に
し
た
の
が
【
表
】
で
あ
る
。
ま
た
、
検
地
後
の
佳
氏
の
往
来
田
に
つ
い
て
は

 

ジ
ウ
ム 

二
〇
一
五 

論
文
集
』
、
二
〇
一
五
年
｠
参
照
。 

2 

「
佳
氏
往
来
帳
」
の
翻
刻
、
【
表
】
及
び
【
図
】
は
本
稿
末
尾
に
付
す
。
須
磨
千
穎
氏
が
復
元
図

を
作
成
し
て
い
な
い
河
上
郷
、
大
宮
郷
の
田
地
に
つ
い
て
は
、
【
図
】
に
示
し
て
い
な
い
。 

3 

「
太
田
殿
中
村
郷
御
検
地
精
帳
写
」
｟
下
鴨
村
の
検
地
を
実
施
し
、
賀
茂
社
分
と
し
て
渡
し
た

も
の
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
｟
請
求
記
号6

1
7

1
.6

2
-

1
8

0
-
7

5

｠
｠
に
は
、
「
大
炊
頭
」
の
往
来
田
と
し
て
こ
の
田
地
の
記
載
が
あ
る
。 
4 

須
磨
千
穎
氏
が
天
正
十
七
年
の
検
地
帳
に
付
し
た
通
し
番
号
と
一
致
す
る
田
地
に
つ
い
て

【
図
】
に
示
す

2

。 

冒
頭
の
「
指
出
分
」
｟
一
〇
石
六
斗
八
升
｠
と
「
御
結
鎮
入
立
」
｟
八
升
｠
の
合
計
一

〇
石
七
斗
六
升
が
、
天
正
十
七
年
検
地
に
よ
り
算
定
さ
れ
、
配
分
さ
れ
た
佳
氏
の

全
体
の
年
貢
収
取
高
と
な
る
。 

そ
の
次
の
「
右
渡
方
」
以
下
の
「
往
来
下
地
持
」
と
記
載
の
あ
る
田
地
が
、
天
正

十
七
年
の
検
地
時
に
佳
氏
が
所
持
し
て
い
た
往
来
田
で
あ
る
。
以
下
、
田
地
毎
に

検
討
す
る
。 

ま
ず
、
冒
頭
の
「
柳
」
｟
大
宮
郷
｠
の
年
貢
収
取
高
は
「
壱
石
九
斗
八
升
四
合
」
で

あ
り
、
「
太
」
は
太
田
又
助
｟
牛
一
｠
が
検
地
奉
行
と
し
て
作
成
し
た
検
地
帳
に
記

載
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

3

。 

次
の
「
大
ツ
カ
」
｟
中
村
郷
、N

O
.1

1
1
2

4

｠
の
年
貢
収
取
高
は
「
壱
石
七
斗
壱
升

七
合
」
で
あ
り
、
「
五
」
は
安
威
了
佐
が
検
地
奉
行
と
し
て
作
成
し
た
検
地
帳
の
五

冊
目
に
記
載
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

5

。
ま
た
、
「
ハ
ナ
カ
ラ
ケ
」
｟
小
山
郷
、

N
O

.1
7

2

｠
は
年
貢
収
取
高
「
壱
石
六
斗
」
、
「
ミ
ク
ス
」
｟
中
村
郷
、N

O
.1

1
4

9

｠

は
年
貢
収
取
高
「
壱
石
五
斗
五
升
八
合
四
夕
」
で
あ
っ
た
。
以
上
の
「
柳
」
、
「
大
ツ

カ
」
、
「
ハ
ナ
カ
ラ
ケ
」
、
「
ミ
ク
ス
」
は
、
検
地
後
も
佳
氏
に
往
来
田
の
年
貢
が
渡
さ

は
、
須
磨
氏
が
作
成
し
た
「
天
正
十
七
年
山
城
愛
宕
郡
賀
茂
検
地
帳
復
元
田
図
」
を
参
考
に
、

「N
O

.1
1
1
2

」
の
よ
う
に
通
し
番
号
を
示
し
た
｟
須
磨 

二
〇
一
五
・
二
〇
一
六
・
二
〇
一
九
・
二

〇
二
二
｠
。 

5 

安
威
了
佐
が
担
当
し
た
検
地
帳
を
ま
と
め
た
「
愛
宕
郡
賀
茂
検
地
帳
写
」
｟
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
写
真
帳
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
｟
請
求
記
号6

1
7

1
.6

2
-
1
8

0
-
5

9

・60

｠
に
は
、

「
大
炊
頭
」
の
往
来
田
と
し
て
こ
の
田
地
の
記
載
が
あ
る
。 
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れ
た
田
地
で
あ
る
。 

「
か
ち
田
」
｟
岡
本
郷
、N

O
.1

5
1
2

｠
の
年
貢
収
取
高
は
「
壱
石
八
斗
」
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
う
ち
「
壱
斗
」
が
「
木
工
允
」
、
「
壱
石
七
斗
」
が
「
佳
氏
」
に
渡
さ
れ
た
。
つ

ま
り
、
佳
氏
が
有
し
て
い
た
往
来
田
の
う
ち
、
検
地
後
、
年
貢
の
一
部
が
他
の
氏
人

に
渡
さ
れ
た
田
地
で
あ
る
。 

同
様
に
「
カ
ク
テ
ン
」
｟
小
山
郷
、N

O
.2

9
2

｠
は
「
四
石
弐
斗
五
升
」
の
う
ち
「
七

斗
」
が
佳
氏
に
、
「
柳
ノ
本
」
｟
河
上
郷
｠
は
「
弐
石
壱
斗
三
升
三
合
」
の
う
ち
「
壱
石

壱
斗
七
升
四
合
六
夕
」
が
佳
氏
に
渡
さ
れ
、
残
り
の
年
貢
は
他
の
氏
人
の
往
来
田

の
年
貢
と
し
て
渡
さ
れ
た
田
地
で
あ
る
。 

他
に
、
「
大
ノ
東
マ
タ
」
｟
小
山
郷
、N

O
.1

4
1
6

｠
は
「
壱
石
九
斗
弐
升
六
合
七
夕
」

の
う
ち
「
三
斗
弐
升
六
合
」
が
、
佳
氏
の
往
来
田
の
年
貢
と
し
て
渡
さ
れ
た
一
方
、

「
壱
石
六
斗
」
が
佳
氏
の
貴
布
禰
田
の
年
貢
と
し
て
渡
さ
れ
た

6

。 

 
6 

貴
布
禰
田
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
。 

7 

御
結
鎮
銭
は
正
月
十
四
日
の
御
棚
会
の
費
用
と
し
て
境
内
諸
郷
に
賦
課
さ
れ
た
。
詳
細
は

須
磨
千
願
「
賀
茂
別
雷
神
社
の
御
結
鎮
銭
に
つ
い
て
」
｟
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
四
七
・
四
八
号
、
一
九

六
五
年
｠
を
参
照
。 

8 

作
所
に
つ
い
て
須
磨
千
願
氏
は
、
鎌
倉
時
代
の
社
殿
造
営
に
際
し
て
、
番
匠
以
下
の
作
事
従

事
者
の
上
位
に
「
作
所
行
事
」
が
お
り
、
木
材
や
畳
の
確
保
に
働
く
な
ど
し
た
こ
と
、
戦
国
期
以

降
の
史
料
に
も
、
殿
舎
の
作
事
に
当
た
る
役
職
と
し
て
登
場
し
、
年
間
、
色
々
の
収
納
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｟
須
磨
千
穎
「
中
世
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社
氏
人
の
惣
に
つ
い
て

(

四)

」
｟
『
南
山
経
済
研
究
』
七
｟
三
｠
、
一
九
九
三
年
｠
｠
。
な
お
、
後
述
す
る
「
今
者
之
記
」
｟
「
岩

佐
家
文
書
」
｠
の
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
の
項
目
に
は
「
八
十
文 

作
所
ミ
ケ
チ
」
と
記
載
が
あ
る
。 

9 

有
力
な
氏
人
で
あ
っ
た
岡
本
宮
内
少
輔
保
望
は
、
太
閤
検
地
後
、
西
賀
茂
｟
河
上
郷
な
ど
が

所
在
｠
に
五
八
石
の
別
朱
印
地
を
安
堵
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
四
天
王

寺
大
学
恩
頼
堂
文
庫
所
蔵
賀
茂
別
雷
神
社
関
係
史
料
の
紹
介―

「
天
正
十
七
年
十
一
月
吉
日

上
賀
茂
内
岡
本
宮
内
少
輔
御
検
地
帳
」
・ 

「
上
賀
茂
松
下
家
文
書
」
・
「
歴
代
神
主
伝
」―

」

 

こ
の
他
に
「
御
結
鎮
募
分
」
と
し
て
、
河
上
郷
分
八
〇
文
、
小
山
郷
分
八
〇
文
、

中
村
郷
分
二
四
〇
文
が
、
御
結
鎮
銭
と
し
て
賦
課
さ
れ
た

7

。
ま
た
、
八
〇
文
を

「
作
所
」
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

8

。 

 

な
お
、
「
河
上
郷
壱
本
木
」
の
「
六
斗
八
升
」
の
往
来
田
、
河
上
郷
の
「
三
斗
六
升
」

の
往
来
田
が
検
地
で
没
収
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
宮
内
少
輔
領
」
｟
岡
本
保
望
｠9

、

「
勧
世
領
」
に
な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
る

1
0

。 

 

以
上
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
天
正
十
七
年
の
検
地
で
佳
氏
の
往
来
田
か
ら
収
取
さ
れ
る

年
貢
高
は
一
六
石
九
斗
六
升
九
合
一
夕
と
算
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
田
分
け
が
行

わ
れ
、
一
〇
石
七
斗
六
升
が
佳
氏
に
納
め
ら
れ
る
年
貢
と
な
り
、
残
り
が
他
の
氏

人
や
佳
氏
の
貴
布
禰
田
の
年
貢
と
し
て
配
分
さ
れ
た

1
1

。
本
史
料
は
検
地
後
の
田

分
け
に
よ
る
往
来
田
の
年
貢
の
配
分
を
示
す
史
料
で
あ
る
。 

｟
『A

n
title

d

』
四
、
二
〇
二
五
年
｠
で
紹
介
し
た
。 

1
0 

法
政
大
学
観
世
新
九
郎
家
文
庫
所
蔵
「
天
正
十
三
年
城
州
愛
宕
郡
西
賀
茂
村
検
地
帳
」

は
、
天
正
十
三
年
｟
一
五
八
五
｠
に
山
口
次
郎
左
衛
門
尉
宗
永
が
奉
行
と
し
て
検
地
し
た
観
世

又
次
郎
の
西
賀
茂
村
の
所
領
の
検
地
帳
で
あ
り
、
河
上
郷
が
所
在
し
た
西
賀
茂
に
は
検
地
時

点
で
、
田
畠
五
町
五
反
九
畝
一
歩
、
八
二
石
の
観
世
家
の
所
領
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
同

史
料
は
法
政
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
。
最
終
閲
覧
日
:
二
〇
二
六
年
二
月
九
日
。

｟http
s
:/

/
n

o
h

k
e

n
.w

s
.h

o
s
e

i.a
c
.jp

/
n

o
h

k
e

n
_m

a
te

r
ia

l/
h

tm
ls

/
in

d
e

x
/

p
a

g
e

s
/
y

2
2

/
K

S
0

3
-
4

0
-
0

1
.h

tm
l

｠
。 

1
1 

検
地
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
佳
氏
往
来
田
の
分
米
高
の
合
計
は
一
六
石
九
斗
六
升
九
合
一
夕

で
あ
る
。
田
分
け
後
の
佳
氏
の
分
米
高
は
一
〇
石
七
斗
六
升
、
田
分
け
に
よ
り
他
の
氏
人
ら
に

配
分
さ
れ
た
分
米
高
は
未
進
分
を
含
め
て
六
石
二
斗
三
升
二
合
九
夕
で
あ
り
、
そ
の
合
計
は

検
地
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
分
米
高
の
合
計
よ
り
一
升
三
合
八
夕
多
く
な
る
が
、
そ
の
理
由
は

明
ら
か
に
し
得
な
い
。 

https://nohken.ws.hosei.ac.jp/nohken_material/htmls/index/pages/y22/KS03-40-01.html
https://nohken.ws.hosei.ac.jp/nohken_material/htmls/index/pages/y22/KS03-40-01.html
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二
、﹁
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
﹂
に
つ
い
て 

次
に
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」
｟
以
下
、
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
と
い
う
｠
に

つ
い
て
紹
介
し
、
検
討
す
る
。 

形
態
は
巻
子
一
軸
。
本
紙
全
二
紙
。
法
量
｟
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
｠
は
、
表

紙
:
横
一
九
・
五
、
第
一
紙
:
横
四
四
・
七
、
第
二
紙
:
横
二
六
・
〇
、
横
全
長
:
九

〇
・
二
。
縦
は
い
ず
れ
も
三
〇
・
五
。
表
紙
打
付
外
題
墨
書
「
三
番
衆 

安
芸
守
□

□
｟
保
朝
｠ 

貴
布
禰
田
」
。
第
一
紙
と
第
二
紙
の
紙
継
目
裏
に
黒
印
。
虫
損
あ
り
。 

安
芸
守
保
朝
は
、
「
新
古
系
図
」
の
「
保
朝
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
「
兵
庫
」
、
「
安

芸
」
を
名
乗
っ
た
氏
人
で
あ
っ
た
。
金
子
拓
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
天
正
二
年
｟
一

五
七
四
｠
に
賀
茂
社
で
作
成
さ
れ
た
職
中
算
用
状
に
、
「
兵
庫
助
」
を
名
乗
っ
た

「
保
朝
」
が
署
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｟
金
子 

二
〇
一
五
:
一
三

〇
・
一
三
一
｠
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
保
朝
は
少
な
く
と
も
十
六
世
紀
後
期
に
は
活
動

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
正
十
七
年
の
検
地
時
の
貴
布
禰
田
の
受
給
者
と
考

え
て
齟
齬
は
な
い
。 

「
さ
し
出
分
」
｟
一
石
｠
と
「
御
結
鎮
入
立
」
｟
四
升
｠
の
合
計
一
石
四
升
が
、
天
正

十
七
年
検
地
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
保
朝
の
貴
布
禰
田
の
年
貢
収
取
高
で
あ
る
。 

 

貴
布
禰
田
は
往
来
田
と
類
似
し
た
田
地
で
、
須
磨
千
穎
氏
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
末

期
に
は
存
在
し
、
老
者
田
と
同
様
に
小
野
郷
を
除
く
境
内
五
郷
に
一
筆
単
位
で

 
1
2 

ま
た
、
検
地
後
の
保
朝
の
貴
布
禰
田
に
つ
い
て
は
【
図
】
に
示
す
。 

1
3 

沙
汰
人
に
つ
い
て
須
磨
千
願
氏
は
、
十
五
世
紀
半
ば
の
史
料
に
は
登
場
し
、
定
員
は
三
名

で
、
惣
中
の
財
務
担
当
と
し
て
、
惣
中
を
運
営
す
る
諸
役
人
の
中
で
も
最
も
重
要
な
地
位
を
し

散
在
し
て
い
た
と
い
う
｟
須
磨 

二
〇
〇
九
｠
。 

「
右
渡
方
」
の
「
九
日
田
」
と
記
載
の
あ
る
「
上
田
一
反
弐
十
拾
歩
」
の
田
地
は
、

須
磨
千
頴
氏
の
研
究
を
参
考
に
す
れ
ば
｟
須
磨 

二
〇
一
九
｠
、
小
山
郷
に
所
在
し

た
田
地
｟N

O
.5

0
8

｠
に
該
当
し
、
天
正
十
七
年
の
検
地
時
に
保
朝
が
受
給
し
て

い
た
往
来
田
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
検
地
後
、
「
九
日
田
」
の
年
貢
の
う
ち
、

「
壱
石
壱
斗
三
升
三
合
三
夕
」
が
保
朝
の
往
来
田
、
「
壱
石
」
が
保
朝
の
貴
布
禰
田
、

「
四
升
」
が
保
朝
の
往
来
田
か
ら
貴
布
禰
田
に
当
て
ら
れ
た

1
2

。 

な
お
、
八
〇
文
が
大
宮
郷
の
「
御
結
鎮
募
分
」
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
。 

以
上
の
通
り
、
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
は
「
佳
氏
往
来
帳
」
と
同
様
に
、
天
正
十
七

年
検
地
の
田
分
け
の
結
果
を
示
す
文
書
で
あ
る
。 

 

 

三
、
寛
文
三
年
六
月
十
一
日
付
﹁
評
定
衆
中
置
文
﹂
と
往
来
田 

「
佳
氏
往
来
帳
」
、
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
共
に
寛
文
三

年
｟
一
六
六
三
｠
六
月
十
日
、
「
古
帳
」
に
基
づ
き
社
中
で
吟
味
を
加
え
た
う
え
で
、

評
定
し
、
当
時
、
往
来
田
を
受
給
し
て
い
た
「
丹
波
守
兼
定
」
、
「
主
税
助
保
臺
」
に

そ
れ
ぞ
れ
書
き
渡
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
両
史
料
共
に
沙
汰
人
の
「
丹
波
守
季

芳
」
、
「
正
親
佑
保
味
」
、
「
主
計
助
氏
任
」
の
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る

1
3

。 
め
、
十
六
世
紀
後
期
に
は
評
定
衆
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た

点
を
指
摘
す
る
｟
須
磨
千
穎
「
中
世
に
お
け
る
賀
茂
別
雷
神
社
氏
人
の
惣
に
つ
い
て(

三)

」
｟
『
南

山
経
済
研
究
』
七
｟
二
｠
、
一
九
九
二
年
｠
｠
。 
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寛
文
三
年
｟
一
六
六
三
｠
六
月
十
日
当
時
、
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
田
を
受

給
し
て
い
た
「
丹
波
守
兼
定
」
は
、
「
新
古
系
図
」
の
「
兼
定
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
寛

文
三
年
九
月
二
十
三
日
に
六
二
歳
で
死
去
し
、
「
丹
波
」
を
名
乗
っ
た
氏
人
で
あ
っ

た
。 三

番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
田
を
受
給
し
て
い
た
「
主
税
助
保
臺
」
は
、
「
新
古

系
図
」
の
「
保
臺
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
天
和
二
年
｟
一
六
八
二
｠
五
月
十
一
日
に
七

五
歳
で
死
去
し
、
「
主
税
」
を
名
乗
っ
た
氏
人
で
あ
っ
た
。 

検
地
か
ら
七
十
年
以
上
を
経
た
寛
文
三
年
時
点
に
お
い
て
も
、
天
正
十
七
年

検
地
時
点
の
往
来
田
、
貴
布
禰
田
の
所
有
者
で
あ
る
「
大
炊
頭
佳
氏
」
、
「
安
芸
守

保
朝
」
の
名
前
を
冠
し
た
往
来
田
、
貴
布
禰
田
が
、
氏
人
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

点
は
興
味
深
い
。 

ま
た
、
両
史
料
を
検
討
す
る
う
え
で
重
要
な
の
が
、
同
日
に
作
成
さ
れ
た
「
評

定
衆
中
置
文
」
｟
『
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
』
Ｂ
一―

五
五
九
｠
で
あ
る
。 

 

【
関
係
史
料
一
】
「
評
定
衆
中
置
文
」1

4

｟
返
り
点
は
筆
者
が
付
し
た
｠ 

 

「
寛
文
三
年

｟包
紙
ウ
ワ
書
｠

六
月
十
日
往
来
田
之
帳
令
二

新
写
一

置
文
」 

賀
茂
社 

評
定
今
度
往
来
田
以
二

本
帳
一

令
二

新
写
一

、
為
二

別
巻
一

各
渡
二

預
当
領
主
一

 
1
4 

引
用
は
賀
茂
別
雷
神
社
史
料
編
纂
委
員
会
編
『
賀
茂
別
雷
神
社
史
料
一 

氏
人
置
文
』
｟
賀

置
文
之
条
々 

一
、
凡
往
来
田
者
一
社
之
公
物
、
氏
門
之
転
領
也
、
然
為
二

当
社
人
一

者
誰
構
二

一

身
之
私
一

哉
、
爰
此
比
粗
其
紛
出
来
者
、
支
配
之
本
帳
唯
在
二

社
中
一

而

、
当
替

新
給
人
面
々
不
二

所
持
一

之
所
レ

致
也
、
故
今
度
往
来
・
貴
布
袮
田
・
老
者
・
河

原
畠
等
之
田
所
作
職
・
年
貢
高
配
符
、
出
合
落
地
作
職
役
米
弁
備
等
之
儀
、 

自
二

先
規
一

支
配
来
之
趣
、
令
レ

写
二

社
中
之
本
帳
一

、
為
二

別
巻
一

以
加
二

当
役

者
之
奥
書
一

、
各
令
レ

渡
二

于
当
領
主
一

之
事 

一
、
往
来

与

別
相
伝
粗
有
レ

紛
之
儀
者
、
其
紛
来
差
別
自
二

社
中
一

申
二

断
其
領
主

一

、
為
二

一
社
一

後
代
、
守
二

先
規
本
帳
一

而

可
レ

復
二

改
根
本
之
正
儀
一

事 

一
、
往
来
所
務
之
趣
、
近
来
雖
レ

有
二

少
違
儀
一

、
此
一
巻
之
日
限
以
後
、
於
二

当

替
給
人
一

者
、
出
米
以
下
、
速
守
二

此
一
巻
之
旨
一

、
無
二

相
違
一

可
レ

被
レ

支
二

配

之
一

也
、
此
日
限
以
前
之
当
給
人
者
、
縦
少
二

異
儀
一

、
其
一
代
者
、
如
レ

元
可
レ

有
二

所
務
一

、
是
亦
待
二

当
替
之
期
一

、
欲
レ

随
二

此
一
巻
之
支
配
一

之
事 

一
、
自
今
以
後
給
人
当
替
之
時
者
、
其
家
未
レ

触
二

死
穢
一

以
前
、
其
年
之
沙
汰
人

急
有
二

参
向
一

而

、
可
レ

被
レ

請
二

取
此
一
巻
一

也
、
若
於
二

破
壊
紛
失
一

者
、
為
二

課
料
一

巻
別
八
木
一
斗
宛
、
以
二

其
年
往
来
米
一

可
レ

有
二

社
納
一

之
事 

一
、
当
運
新
給
人
者
、
如
二

古
法
一

日
数
等
之
儀
、
委
二

告
于
所
司
大
夫
一

、
恒
例

之
祝
儀
米
急
可
レ

被
レ

送
レ

之
也
、
兼
又
社
頭
祝
儀
米
如
二

先
例
一

、
応
二

当
運
之

時
節
一

、
弁
米
多
少
之
式
法
無
二

異
儀
一

、
急
度
可
レ

被
レ

弁
二

備
之
一

也
、
若
有
二

難
渋
一

者
、
可
レ

及
二

社
中
之
披
露
一

也
、
無
二

相
違
一

於
有
二

弁
納
一

者
、
其
旨

茂
別
雷
神
社
、
二
〇
一
九
年
｠
｟
三
一
九
号
文
書
｠
に
よ
っ
た
。 
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可
レ

被
レ

告
二

于
当
役
一

者
、
其
後
以
二

件
一
巻
一

可
レ

被
レ

渡
二

新
給
人
一

之
事 

一
、
新
給
人
其
田
地
初
領
之
年
、
守
二

此
一
巻
之
旨
一

、
往
来
作
職
之
田
所

并

配
符

田
所
等
自
身
尋
向

而

、
其
田
地
畔
堺
之
広
狭
要
、
須
レ

有
二

検
察
一

之
事 

一
、
往
来
作
職
当
二

預
于
他
百
姓
一

之
時
者
、
必
限
二

其
年
一

、
速
可
レ

返
之
旨
、
取

二

契
約
状
一

而

可
レ

被
レ

当
二

預
之
一

也
、
雖
レ

為
二

其
家
譜
代
之
下
人
一

、
堅
守
二

此
制
法
一

、
可
レ

令
レ

無
二

後
日
之
煩
一

之
事 

右
、
校
二

旧
法
一

評
定
所
之
衆
議
者
、
一
社
憲
法
之
政
道
也
、
故
以
評
定
一
同

之
置
文
、
為
二

社
中
後
代
之
亀
鏡
一

者
、
古
今
之
社
例
也
、
抑
今
度
社
中
衆
議

而

往
来
帳
為
二

別
巻
一

之
本
意
者
、
自
二

先
規
一

支
配
之
趣
、
雖
レ

至
二

幾
千
歳
之

後
一

、
為
レ

令
レ

無
二

所
務
之
謬
一

也
、
仍
為
二

後
鑑
一

評
定
一
同
所
レ

定
之
状
、
如

レ

件
、 

沙
汰
人 

寛
文
三

癸卯

年
六
月
十
日 

 
 

 
 

従
五
位

丹
後
守

下
賀
茂
季
芳
｟
花
押
｠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同 

 

従
三
位

正
親
佑

下
賀
茂
保
昧

｟
花
押
｠ 

雑
掌
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 

 

従
五
位
下

右
京
権
亮

賀
茂
氏
晨
｟
花
押
｠ 

従
五
位

主
計
助

下
賀
茂
氏
任
｟
花
押
｠ 

雑
掌
代 

 

従
五
位

内
蔵
允

下
賀
茂
保
守
｟
花
押
｠ 

従
五
位

内
膳
正

下
賀
茂
宗
賢
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位
下

木
工
権
助

賀
茂
季
通
｟
花
押
｠ 

従
五
位

大
膳
亮

下
賀
茂
英
顕
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位
下
賀
茂

民
部
権
大
輔

保
家
｟
花
押
｠ 

従
五
位

下
野
守

上
賀
茂
氏
寅
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位

大
監
物

下
賀
茂
氏
金
｟
花
押
｠ 

従
五
位

木
工
助

下
賀
茂
氏
縄
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位

縫
殿
允

下
賀
茂
保
福
｟
花
押
｠ 

従
五
位

玄
蕃
頭

下
賀
茂
清
章
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位

主
馬
首

下
賀
茂
季
康
｟
花
押
｠ 

従
五
位

安
藝
守

下
賀
茂
保
最
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位

壱
岐
守

下
賀
茂
保
進
｟
花
押
｠ 

従
五
位

主
殿
頭

下
賀
茂
兼
教
｟
花
押
｠ 

 

従
五
位

遠
江
守

上
賀
茂
保
意
｟
花
押
｠ 

正
五
位

内
匠
允

下
賀
茂
清
善
｟
花
押
｠ 

 

こ
の
置
文
に
つ
い
て
は
、
既
に
児
玉
幸
多
氏
の
言
及
が
あ
る
｟
児
玉 

一
九
三
七
｠
。

児
玉
氏
は
、
こ
の
置
文
を
引
用
し
つ
つ
、
寛
文
三
年
以
降
、
往
来
田
を
受
け
取
る

際
に
社
中
よ
り
土
地
券
を
受
け
取
る
こ
と
と
な
っ
た
点
｟
第
一
条
｠
、
往
来
田
を
受

け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
者
は
日
数
を
立
て
る
ほ
か
に
祝
儀
米
を
出
す
必
要
が
あ
り
、

そ
の
後
、
田
券
｟
土
地
券
｠
が
新
給
人
に
渡
さ
れ
た
点
｟
第
五
条
｠
な
ど
を
指
摘
す

る
。
ま
た
、
他
の
史
料
を
引
き
つ
つ
、
寛
文
三
年
以
降
、
「
当
領
主
に
渡
さ
れ
た
巻

物
は
竹
筒
に
収
め
ら
れ
、
筒
に
何
番
衆
何
某
往
来
田
と
記
さ
れ
て
い
る
」
点
、
こ
の
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土
地
券
｟
巻
物
｠
は
手
継
文
書
で
あ
り
、
往
来
田
を
返
還
す
る
迄
帯
有
し
、
紛
失
し

た
際
は
過
料
米
を
社
納
す
る
必
要
が
あ
っ
た
点
、
土
地
券
は
「
往
来
帳
・
貴
布
禰

帳
・
河
原
畑
帳
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
。 

 

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
佳
氏
往
来
帳
」
、
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
は
、
ま
さ
に
児
玉
氏

が
言
及
す
る
往
来
帳
と
貴
布
禰
帳
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る

1
5

。 

 

こ
の
置
文
に
つ
い
て
、
児
玉
氏
は
部
分
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
も

う
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
。 

 

置
文
の
冒
頭
で
は
、
社
中
の
評
定
に
て
、
往
来
田
の
「
本
帳
」
を
新
写
し
、
当
時
の

領
主
に
「
別
巻
」
を
渡
し
預
け
た
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

こ
の
「
別
巻
」
が
各
氏
人
に
渡
さ
れ
た
往
来
帳
・
貴
布
禰
帳
・
河
原
畑
帳
に
該
当
す

る
。 

 

第
一
条
で
は
、
一
社
の
公
物
と
し
て
、
氏
人
ら
が
代
々
転
領
し
て
き
た
往
来
田

に
つ
い
て
、
往
来
田
の
「
支
配
之
本
帳
」
が
社
中
に
し
か
な
い
た
め
、
新
た
に
往
来
田

を
受
け
た
氏
人
ら
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
往
来
田
・
貴
布
禰

田
・
老
者
田
・
河
原
畠
の
作
職
や
年
貢
高
な
ど
の
以
前
か
ら
の
支
配
の
状
態
に
つ
い

て
、
「
社
中
之
本
帳
」
を
書
写
し
「
別
巻
」
｟
往
来
帳
｠
と
し
て
、
「
当
役
者
」
｟
沙
汰
人
｠

の
奥
書
を
加
え
て
、
現
在
の
往
来
田
の
領
主
に
渡
す
こ
と
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
る
。 

 

第
二
条
で
は
、
往
来
田
と
別
相
伝
｟
氏
人
ら
の
私
領
｠
に
混
乱
が
生
じ
た
場
合
、

 
1
5 

河
原
畑
帳
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
「
肥
前
守
保
益
河
原
畠
評
定
書
」
｟
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
影
写
本
「
南
部
文
書
」(

請
求
記
号3

0
7

1
.6

1
-
5

-
6

)

｠
が
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
寛
文

三
年
六
月
十
日
、
伊
豆
守
氏
永
に
宛
て
ら
れ
た
「
一
番
衆
肥
前
守
保
益
河
原
畠
」
に
関
す
る
文

書
で
、
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」
、
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」
と
同
じ
書
式
で

社
中
と
し
て
、
別
相
伝
の
領
主
に
申
し
断
り
、
先
規
や
本
帳
を
守
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
お
り
、
置
文
制
定
の
背
景
に
は
、
往
来
田
と
私
領
の
混
同
に
よ
る
混
乱
も
生

じ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

第
三
条
で
は
、
こ
の
置
文
制
定
以
降
に
往
来
田
を
新
た
に
受
給
し
た
者
は
、
往

来
帳
を
遵
守
し
て
支
配
に
当
た
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
受
給
者
は
、
少
し
異
儀
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
元
の
と
お
り
所
務
を
務
め
、
往
来
田
が
替
わ
る
機
会
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
以
後
、
往
来
帳
を
遵
守
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。 

第
四
条
で
は
、
今
後
、
往
来
田
の
受
給
者
が
死
欠
に
よ
り
交
替
と
な
っ
た
場
合

は
、
死
穢
が
発
生
す
る
前
に
、
そ
の
年
の
沙
汰
人
は
急
い
で
そ
の
家
に
向
か
い
、
往

来
帳
を
請
け
取
る
こ
と
、
往
来
田
の
受
給
者
が
往
来
帳
を
破
壊
、
紛
失
し
た
場
合

は
、
課
料
と
し
て
、
一
巻
に
つ
き
米
一
斗
を
そ
の
年
の
往
来
田
の
年
貢
か
ら
社
納

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
条
か
ら
、
往
来
帳
は
そ
の
受
給
者
が
死
去
す

る
と
、
沙
汰
人
が
一
度
預
か
り
、
新
た
な
受
給
者
に
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。 第

五
条
で
は
、
古
法
の
と
お
り
「
日
数
等
之
儀
」
｟
一
二
〇
日
間
、
上
賀
茂
外
で

の
外
宿
禁
止
｠
を
守
り
、
そ
の
後
、
恒
例
の
祝
儀
米
を
所
司
大
夫
に
送
り
、
社
頭
の

祝
儀
米
も
用
意
し
、
難
渋
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
社
中
で
披
露
す
る
こ
と
、
祝
儀
米

が
納
め
ら
れ
た
後
に
、
「
一
巻
」
｟
往
来
帳
｠
を
新
給
人
に
渡
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

あ
る
。
大
宮
郷
に
所
在
し
た
と
思
わ
れ
る
「
ホ
ウ
カ
ウ
田
」
か
ら
、
五
斗
が
河
原
畠
の
年
貢
と
し

て
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
「
南
部
文
書
」
は
明
治
三
十
九
年
｟
一
九
〇
六
｠
に
滋
賀
県

東
浅
井
郡
速
水
村
の
南
部
晋
氏
の
所
蔵
文
書
を
影
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
は
賀
茂
社
の

氏
人
の
家
に
伝
来
し
て
い
た
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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い
る
。 

第
六
条
で
は
、
新
給
人
が
初
め
て
往
来
田
を
受
給
し
た
年
は
、
自
身
で
往
来
田

の
現
地
に
赴
き
、
田
地
の
畔
や
境
目
、
広
さ
な
ど
を
確
認
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。 

 

第
七
条
で
は
、
往
来
田
の
作
職
が
、
別
の
百
姓
に
預
け
ら
れ
た
時
は
、
そ
の
年
限

り
と
す
る
旨
の
契
約
状
を
交
わ
し
、
そ
の
家
の
譜
代
の
下
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を

守
り
、
後
日
の
煩
い
を
無
く
す
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
往
来
田
の
「
支
配
之
本
帳
」
が
社
中
に
し
か
な
く
、
往
来

田
の
受
給
者
の
死
欠
に
よ
る
往
来
田
の
受
給
者
の
変
更
な
ど
に
お
い
て
混
乱
が
生

じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
各
受
給
者
に
往
来
帳
を
書
き
渡
し
て
、
混
乱
を
防
ぐ
こ
と

が
こ
の
置
文
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
紛
失
時
の
罰
則
規
定
も
定
め
ら
れ
て
お
り

1
6

、

往
来
帳
を
往
来
田
の
権
利
を
証
す
る
重
要
な
文
書
と
位
置
付
け
る
評
定
衆
の
方

針
が
う
か
が
え
る
。 

 

藤
田
恒
春
氏
は
、
賀
茂
社
に
残
さ
れ
た
置
文
を
分
析
し
、
以
下
の
よ
う
に
評
価

す
る
｟
藤
田
二
〇
一
九 

x
lv

iii

｠
。
十
五
世
紀
中
期
か
ら
十
七
世
紀
中
期
ま
で
氏

人
惣
中
で
連
綿
と
し
て
作
成
さ
れ
続
け
ら
れ
た
置
文
は
、
氏
人
ら
の
総
意
を
示
す

文
書
で
あ
っ
た
。
寛
文
四
年
｟
一
六
六
四
｠
六
月
四
日
、
江
戸
幕
府
の
寺
社
奉
行
に

よ
る
社
司
と
氏
人
間
の
対
立
へ
の
裁
許
、
翌
年
七
月
の
幕
府
に
よ
る
「
諸
社
禰
宜

 
1
6 

こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」
を
観
察
す
る
と
、
裏
側
上
部
の
損
壊

箇
所
に
裏
打
ち
の
紙
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
損
壊
が
進
ま
な
い
よ
う
修
繕
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
本
稿
末
尾
に
付
し
た
「
裏
側
の
補
修
状
況
」
の
写
真
も
参
照
の
こ
と
。 

神
主
法
度
」
の
公
布
は
賀
茂
社
に
と
っ
て
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

数
世
紀
に
わ
た
り
維
持
し
て
き
た
惣
中
は
終
焉
を
迎
え
、
置
文
も
ほ
と
ん
ど
作
成

さ
れ
な
く
な
っ
た
。 

藤
田
氏
に
よ
れ
ば
、
賀
茂
社
お
よ
び
社
司
・
氏
人
集
団
は
、
寛
文
年
間
に
中
世

か
ら
近
世
へ
の
転
換
を
終
え
た
こ
と
に
な
り
、
寛
文
三
年
六
月
十
一
日
付
「
評
定

衆
中
置
文
」
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
文
書
で
あ
る
と
い
え
る
。 

  

四
、﹁
往
来
田
巻
物
之
写
﹂・﹁
今
者
之
記
﹂
と
往
来
帳
・
貴
布
禰
帳 

 

前
節
で
検
討
し
た
置
文
に
お
い
て
、
往
来
田
の
「
本
帳
」
が
社
中
に
所
在
し
た
こ

と
が
分
か
る
が
、
こ
の
「
本
帳
」
の
所
在
は
現
在
確
認
で
き
な
い
。
「
本
帳
」
と
の
関

係
が
深
い
の
が
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
と
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者

記
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
両
史
料
と
「
佳
氏
往
来
帳
」
・
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
の
関
係

を
検
討
す
る
。 

ま
ず
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
を
検
討
す
る
。
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
｟
全
五
冊
｠
、

「
貴
布
禰
田
巻
物
之
写
」
｟
全
一
冊
｠
、
「
河
原
畑
巻
物
之
写
・
老
者
田
巻
物
之
写
」

｟
全
一
冊
｠
は
い
ず
れ
も
賀
茂
別
雷
神
社
所
蔵
で
あ
り

1
7

、
各
冊
の
表
紙
に
「
享
保

九
年
«
甲
辰
»
十
一
月
」
と
記
載
が
あ
る
が
、
奥
書
は
な
い
。 

1
7 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
真
帳
「
賀
茂
別
雷
神
社
文
書
」
｟
請
求
記
号6

1
7

1
.6

2
-

1
8

0
-
6

7

～7
3

｠
。 
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志
賀
節
子
氏
は
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
に
つ
い
て
、
氏
人
ご
と
に
指
出
額
と
御

結
鎮
銭
入
立
分
を
合
わ
せ
た
額
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
合
計
額
に
一
致
す
る
よ
う
に

氏
人
惣
中
か
ら
の
渡
し
分
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
検
地
後
の
「
田
分
」
の
成
果
を
反

映
し
た
近
世
の
実
態
が
読
み
取
れ
る
点
を
指
摘
す
る
｟
志
賀 

二
〇
二
一
｠
。 

 

「
往
来
田
巻
物
之
写
」
の
「
佳
氏
往
来
帳
」
に
該
当
す
る
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
冒

頭
の
「
九
番
衆
」
以
下
の
年
貢
収
取
高
、
字
名
、
田
地
の
面
積
な
ど
、
記
載
内
容
は

原
則
と
し
て
一
致
す
る
が
、
い
く
つ
か
差
異
も
見
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
は
「
御
結
鎮
募
分
」
の
「
弐
百
四
十
文 

中
村
郷
」
の

次
に
「
外
ニ
」
と
だ
け
記
さ
れ
、
以
降
は
記
載
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
「
佳
氏
往
来

帳
」
で
は
「
外
ニ
」
に
続
け
て
「
八
十
文 

作
所
」
、
「
落
地
往
来
持
」
の
記
載
が
続
く
。

つ
ま
り
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
は
「
八
十
文 
作
所
」
以
下
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る

1
8

。 

 

ま
た
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
の
「
御
結
鎮
募
分
」
の
「
八
十
文 

大
宮
郷
」
に
は

「
筒
ニ
小
山
郷
ト
有
之
」
と
注
記
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
の
当
該
箇
所

に
は
「
大
宮
郷
」
と
書
か
れ
た
上
に
、
「
小
山
郷
」
と
書
か
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
初
は
大
宮
郷
の
御
結
鎮
銭
と
し
て
八
〇
文
を
納

 
1
8 

「
往
来
田
巻
物
之
写
」
の
他
の
氏
人
の
往
来
田
の
記
載
に
は
、
往
来
落
地
持
の
箇
所
ま
で
書

写
さ
れ
て
い
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
の
往
来
落
地
持
な
ど
の

記
載
に
つ
い
て
は
、
書
写
者
が
書
き
漏
ら
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
往
来
田
巻
物
之

写
」
作
成
時
点
に
お
い
て
は
、
天
正
十
七
年
の
検
地
で
没
収
さ
れ
た
落
地
の
記
載
の
有
無
は
、

往
来
田
の
支
配
に
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

1
9 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
請
求
記
号0

1
1
2

-
2

。
同
史
料
の
写
真
、
解
題
は
編
纂
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
。
最
終
閲
覧
日
:
二
〇
二
六
年
二
月
九
日
。

｟http
s
:/

/
w

w
w

a
p

.h
i.u

-

め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
ど
こ
か
の
時
点
で
小
山
郷
の
御
結
鎮
銭
に
変
更
さ

れ
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
の
記
載
も
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
往
来
田

巻
物
之
写
」
の
注
記
の
「
筒
」
は
筒
状
の
巻
子
で
あ
る
「
佳
氏
往
来
帳
」
を
指
し
、
往

来
帳
を
も
っ
て
校
合
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

な
お
、
「
貴
布
禰
田
巻
物
之
写
」
と
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
の
記
載
を
比
較
し
た
と
こ

ろ
、
特
筆
す
べ
き
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

 

次
に
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」

で
あ
る

1
9

。
そ
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
墨
跡
そ
の
他
に
よ
り
明
和
末
年
｟
一
七
七
二
｠

頃
の
書
写
と
推
定
さ
れ
、
文
政
七
年
｟
一
八
二
四
｠
七
月
四
日
付
の
内
容
ま
で
書

き
継
ぎ
が
見
ら
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

「
天
正
十
年
検
地
写
」
を
基
本
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
、
各
頁
に
一
つ
書
き
で
二

件
分
ず
つ
往
来
田
の
石
高
、
賀
茂
氏
人
｟
お
そ
ら
く
は
天
正
期
｠
の
名
前
を
記
す
と

い
う
体
裁
で
、
往
来
田
一
四
〇
人
｟
一
番
衆
よ
り
十
番
衆
ま
で
各
一
四
名
ず
つ
｠
・

貴
布
禰
田
五
七
人
・
川
原
畑
二
三
人
・
老
者
田
一
〇
人
の
順
に
、
細
字
で
以
下

代
々
の
当
該
田
地
の
受
給
者
名
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
上
段
の
余

白
及
び
行
間
に
は
一
筆
毎
の
細
目
や
「
落
地
」
・
「
御
結
鎮
募
」
等
が
書
き
込
ま
れ

to
k

y
o

.a
c
.jp

/
s
h

ip
s
/
w

0
1
/
d

e
ta

il/
0

0
0

/
0

1
1
2

/
2

｠ 
志
賀
節
子
氏
は
、
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
の
書
名
を
往
来
田
・
貴
布
禰
田
・

河
原
畑
・
老
者
田
の
「
現
所
有
者
記
録
」
の
意
味
で
あ
る
と
し
、
賀
茂
社
特
有
の
土
地
所
有
制
度

に
基
づ
く
代
々
の
当
該
田
受
給
者
に
関
す
る
記
録
が
、
天
正
年
間
か
ら
文
政
七
年
｟
一
八
二

四
｠
ま
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
一
番
か
ら
十
番
ま
で
の
正
税
衆
を
分
析
す
る

中
で
、
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
に
記
載
さ
れ
た
記
載
さ
れ
た
氏
人
一
四
〇

名
を
番
衆
ご
と
に
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る
｟
志
賀 

二
〇
二
一
｠
。 

https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w01/detail/000/0112/2
https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w01/detail/000/0112/2
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て
い
る
。 

 
ま
た
、
「
筒
校
合
」
に
よ
る
石
高
等
の
訂
正
が
見
ら
れ
、
そ
の
記
載
内
容
に
よ
り
、

「
筒
」
は
寛
文
三
年
作
成
の
手
継
の
巻
子
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
点
が
指
摘
さ
れ

て
い
る

2
0

。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
の
「
大
炊
頭
佳
氏
」

の
項
目
を
見
る
と
、
「
一
拾
石
八
斗
六
升
」
、
「
今
拾
石
七
斗
八
升
」
と
年
貢
収
取

高
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
間
に
朱
書
き
で
「
拾
石
六
斗
八
升
筒
合
」
と
あ
る
。 

本
史
料
は
「
天
正
十
年
検
地
写
」
を
基
本
と
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
一
拾
石
八
斗
六
升
」
は
天
正
十
年
｟
一
五
八
二
｠
の
検
地
時
の
年
貢
収
取
高

と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
天
正
十
年
の
検
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施

を
示
す
史
料
を
他
に
見
出
せ
な
い
。 

 

朱
書
き
の
「
拾
石
六
斗
八
升
筒
合
」
に
つ
い
て
は
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
の
記
載
と
一

致
す
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
三
年
の
年
貢
収
取
高
に
当
た
る
。
ま
た
、
「
筒
合
」
は
「
佳

氏
往
来
帳
」
と
の
照
合
を
示
す
可
能
性
が
高
い
。 

 

残
る
「
今
拾
石
七
斗
八
升
」
に
つ
い
て
は
、
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今

者
記
」
の
作
成
時
、
或
い
は
書
写
時
の
年
貢
収
取
高
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い

2
1

。  
2

0

編
纂
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
の
解
題
に
よ
る
。
最
終

閲
覧
日
:
二
〇
二
六
年
二
月
九
日
。
｟http

s
:/

/
w

w
w

a
p

.h
i.u

-

to
k

y
o

.a
c
.jp

/
s
h

ip
s
/
w

0
1
/
d

e
ta

il/
0

0
0

/
0

1
1
2

/
2

｠ 

 2
1 

後
述
の
「
今
者
之
記
」
｟
「
岩
佐
家
文
書
」
｠
は
、
「
寛
永
十
一
年
今
ハ
ノ
帳
」
が
参
考
と
さ
れ
て

 

「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
の
別
系
統
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る

の
が
、
社
家
文
書
で
あ
る
「
岩
佐
家
文
書
」
に
含
ま
れ
る
「
今
者
之
記
」
で
あ
る

2
2

。

「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
と
同
様
の
体
裁
を
と
る
が
、
例
え
ば
、

「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
は
、
往
来
田
の
地
品
種
、
面
積
、
落
地

ま
で
記
載
さ
れ
、
「
筒
合
」
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
今
者
之
記
」
は
こ
れ
ら

の
記
載
が
無
く
、
や
や
簡
略
で
あ
る
な
ど
の
相
違
も
あ
る
。 

 

「
今
者
之
記
」
の
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今

者
記
」
に
は
な
い
奥
書
で
あ
る
。 

 

【
関
係
史
料
二
】
「
今
者
之
記
」
奥
書
｟
「
岩
佐
家
文
書
」
｟
Ｇ―

一―

一
四
｠
、
返
り

点
は
筆
者
が
付
し
た
｠ 

  

右
一
巻
者
、
正
五
位
下
三
河
守
季
脩
所
持
之
本
、
令
二

借
用
一

書
写
畢
、 

朱
書
之
分
者
、
後
日
清
茂
先
生
之
蔵
書
寛
永
十
一
年
今
ハ
ノ
帳
、
清
善
自
筆
之

御
本
、
致
二

恩
借
一

書
二

加
之
一

、 

 
 

寛
保
二
壬
戌

年
臘
月
廿
三
日 

 

賀
茂
産
幸 

 

い
る
た
め
、
「
今
拾
石
七
斗
八
升
」
は
寛
永
十
一
年
の
年
貢
収
取
高
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。 

2
2 

「
岩
佐
家
文
書
」
｟
Ｇ―

一―

一
四
｠
。
同
史
料
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
配
架
の

写
真
帳
を
閲
覧
し
た
。
な
お
、
閲
覧
に
際
し
て
は
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
井
上
幸
治
氏
の
御

助
言
を
得
た
。
記
し
て
謝
し
申
し
上
げ
る
。 

https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w01/detail/000/0112/2
https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w01/detail/000/0112/2
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右
一
冊
者
、
従
五
位
下
産
幸
所
持
之
本
也
、
然
産
幸
以
二

季
脩
之
本
一

書
写
、

其
上
朱
書
之
分
者
、
以
二

清
茂
潮
翁
之
蔵
書
一

、
吟
味
之
上
、
被
二

書
附
置
一

之

処
、
予
懇
望
之
上
、
令
二

借
用
一

書
写
訖
、
容
易
不
レ

可
レ

許
二

一
覧
一

、
阿
奈
賢

古
、 

 
 

 

于
時
延
享
元

甲子

年
六
月
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

従
五
位
上
賀
茂
弘
省
｟
花
押
｠ 

 
 奥

書
に
よ
れ
ば
、
「
今
者
之
記
」
は
、
寛
保
二
年
｟
一
七
四
二
｠
十
二
月
二
十
三
日
、

「
賀
茂
産
幸
」
が
「
三
河
守
季
脩
」
所
持
の
本
を
借
用
し
て
書
写
し
、
岡
本
清
茂
所

蔵
の
清
善
自
筆
の
「
寛
永
十
一
年
今
ハ
ノ
帳
」
に
よ
り
、
朱
書
を
加
え
た
も
の
を
、

延
享
元
年
｟
一
七
四
四
｠
六
月
、
「
賀
茂
｟
岩
佐
｠
弘
省
」
が
、
借
用
し
て
書
写
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
が
、
賀
茂
清
善
が
作
成
し
た
「
寛
永
十
一
年
今
ハ
ノ

帳
」
が
存
在
し
、
賀
茂
清
茂
｟
清
善
の
孫
｠
の
蔵
書
と
な
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の

史
料
は
現
在
所
在
が
確
認
で
き
な
い
が
、
名
称
か
ら
し
て
「
今
者
之
記
」
と
同
様
に
、

寛
永
十
一
年
｟
一
六
三
四
｠
時
点
で
の
往
来
田
の
受
給
者
、
年
貢
収
取
高
な
ど
を

記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

2
3

。
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田

今
者
記
」
と
「
今
者
之
記
」
は
共
に
、
内
表
紙
に
「
天
正
十
年
検
地
写
«
并
寛
永
十
一

年
／
近
代
役
義
モ
引
合
テ
»
」
と
記
載
が
あ
り
、
両
史
料
共
に
「
寛
永
十
一
年
今
ハ

 
2

3 

「
寛
永
十
一
年
今
ハ
ノ
帳
」
の
記
載
か
ら
、
「
今
者
之
記
」
は
「
い
ま
は
の
き
」
と
読
む
と
思
わ

ノ
帳
」
が
参
考
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。 

「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
と
「
今
者
之
記
」
は
、
年
貢
収
取
高

の
記
載
が
微
妙
に
異
な
る
箇
所
も
散
見
さ
れ
、
「
往
来
田
巻
物
之
写
」
も
含
め
た

そ
の
詳
細
な
比
較
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

最
後
に
「
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
田
」
と
、
「
大
炊
頭
佳
氏
往
来
田
」
の
受
給
者
の

変
遷
を
「
往
来
貴
布
禰
田
川
原
畑
老
者
田
今
者
記
」
及
び
「
今
者
之
記
」
に
よ
っ
て

跡
付
け
る
。 

「
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
田
」
の
受
給
者
の
変
遷
を
示
す
と
｟
括
弧
内
は
受
給
開

始
年
月
日
｠
、
安
芸
守
保
朝→

主
税
助
保
臺→

信
濃
守→

内
匠
助
｟
天
和
二
年
八

月
二
十
九
日
｠→

左
衛
門
権
佐
兼
貴
｟
天
和
四
年
｠→

右
近
将
監
兼
棟
｟
元
禄
九

年
｠→

雅
楽
助
保
寛
｟
宝
永
五
年
｠→

豊
前
守
随
季
｟
享
保
四
年
｠→

兵
庫
頭
敦
季

｟
享
保
十
六
年
正
月
｠→

伯
耆
守
保
察
｟
寛
保
元
年
二
月
、
「
今
者
之
記
」
の
記
載

は
こ
こ
ま
で
｠→

美
濃
介
武
清
｟
明
和
五
年
六
月
二
十
六
日
｠→

主
膳
正
米
久
｟
天

明
八
年
五
月
二
十
七
日
｠→

美
作
守
武
顕
｟
寛
政
六
年
六
月
九
日
｠→

播
磨
介
充

季
｟
文
化
五
年
六
月
十
一
日
｠→

筑
前
介
氏
延
｟
文
政
元
年
十
二
月
三
十
日
｠
と

な
り
、
十
五
人
の
氏
人
が
確
認
で
き
る
。
「
新
古
系
図
」
の
「
氏
延
」
の
項
目
に
よ
れ

ば
、
氏
延
は
天
保
三
年
｟
一
八
三
二
｠
閏
十
一
月
二
十
五
日
に
六
四
歳
で
死
去
し

て
お
り
、
こ
の
後
、
明
治
維
新
ま
で
に
他
に
何
人
か
の
氏
人
が
こ
の
貴
布
禰
田
を

受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
明
ら
か
に
し
え
な
い
。 

次
に
「
大
炊
頭
佳
氏
往
来
田
」
の
受
給
者
の
変
遷
を
示
す
と
｟
括
弧
内
は
受
給

れ
る
。 
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開
始
年
月
日
｠
、
大
炊
頭
佳
氏→

民
部
丞→

丹
後
守
兼
定
｟
寛
永
十
三
年
十
月
三

日
｠→

石
見
介
季
當
｟
寛
文
三
年
九
月
二
十
四
日
｠→

肥
前
守
保
臺
｟
延
宝
五
年
｠

→

図
書
頭
兼
近→

玄
蕃
頭
氏
致→

三
河
守
保
品
｟
享
保
二
十
一
年
正
月
｠→

治

部
大
輔
保
崇
｟
元
文
六
年
正
月
七
日
、
「
今
者
之
記
」
の
記
載
は
こ
こ
ま
で
｠→

嵐

大
夫
氏
普
｟
宝
暦
十
三
年
八
月
五
日
｠→

播
磨
権
介
丕
顕
｟
寛
政
十
年
七
月
十
一

日
｠
と
な
り
、
十
一
人
の
氏
人
が
確
認
で
き
る
。
「
新
古
系
図
」
の
「
丕
顕
」
の
項
目

に
よ
れ
ば
、
丕
顕
は
天
保
十
五
年
｟
一
八
四
四
｠
十
一
月
二
十
九
日
に
死
去
し
て

お
り
、
明
治
維
新
ま
で
に
少
な
く
と
も
、
も
う
一
人
の
氏
人
が
こ
の
往
来
田
を
受

け
た
は
ず
で
あ
る
。 

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
佳
氏
往
来
帳
」
の
表
紙
題
箋
に
見
え
る
「
堀
北
重

固
」
で
あ
る
。
「
新
古
系
図
」
の
「
重
固
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
四
年
｟
一
八

九
一
｠
六
月
二
十
九
日
に
六
五
歳
で
死
去
し
て
お
り
、
逆
算
す
る
と
文
政
十
年

｟
一
八
二
七
｠
生
ま
れ
、
ま
た
、
苗
字
は
「
堀
北
」
で
あ
っ
た
。
弘
化
元
年
｟
一
八
四
四
｠

十
二
月
二
十
二
日
に
は
、
正
五
位
上
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
前
後
し
て
往
来
田

を
受
け
、
明
治
維
新
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

明
治
維
新
に
よ
り
往
来
田
制
度
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
往
来
帳
も
そ
の
役
割
を

終
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
、
往
来
帳
は
代
々
、
氏
人
に
継
が
れ
て
い
く
文
書

で
あ
る
た
め
、
自
ら
の
名
前
を
書
い
た
題
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
は
想
定
し
に
く

い
。
最
後
の
往
来
田
の
受
給
者
で
あ
っ
た
堀
北
重
固
が
、
往
来
帳
が
そ
の
役
割
を

終
え
た
後
に
、
自
ら
の
名
前
を
書
い
た
題
箋
を
貼
り
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
先
述
し
た
延
宝
五
年
｟
一
六
七
七
｠
に
「
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
田
」
を
受

け
た
「
主
税
助
保
臺
」
と
、
「
大
炊
頭
佳
氏
往
来
田
」
を
受
け
た
「
肥
前
守
保
臺
」
は

同
一
人
物
で
あ
る
。
「
新
古
系
図
」
の
「
保
臺
」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
保
臺
は
天
和
二

年
｟
一
六
八
二
｠
五
月
十
一
日
に
七
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
保
臺
が
往
来
田
を

受
け
た
の
が
延
宝
五
年
で
あ
り
、
寛
文
三
年
六
月
十
日
時
点
で
既
に
貴
布
禰
田

を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
延
宝
五
年
か
ら
天
和
二
年
の
約
五
年
間
、
保

臺
は
本
稿
で
紹
介
し
た
「
佳
氏
往
来
帳
」
と
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
を
共
に
所
持
し
て

い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。 

以
上
、
本
稿
で
は
「
佳
氏
往
来
帳
」
と
「
保
朝
貴
布
禰
帳
」
を
紹
介
し
、
検
討
し

た
。
両
史
料
は
天
正
十
七
年
の
検
地
後
の
田
分
け
、
寛
文
三
年
六
月
十
日
付
け
の

置
文
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
。
以
降
、
代
々
、
氏
人
に
継
承
さ
れ
、
往
来
田
・
貴

布
禰
田
と
共
に
賀
茂
社
と
氏
人
の
間
を
往
来
し
て
き
た
文
書
で
あ
り
、
近
世
の
往

来
田
制
度
の
歴
史
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
他
の
往
来
帳
・

貴
布
禰
帳
の
実
物
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
形
態
を
知
る
上
で
も
貴
重
で
あ
る
。 
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翻
刻 

【
史
料
一
】
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」 

【
史
料
二
】
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」 

 

【
凡
例
】 

・
文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、
改
行
は
原
本
の
行
取
り
に
従
っ

た
。 

・
本
文
に
は
句
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。 

・
虫
損
な
ど
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
場
合
は
、
概
ね
字
数
を
推
定
し
□
で
示
し
た
。 

・
本
文
中
で
校
訂
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
べ
き
文
字
や
加
え
ら
れ
る
べ
き
文
字
は
〔
〕
、

地
名
な
ど
参
考
の
た
め
の
も
の
は
｟
｠
に
入
れ
、
傍
に
記
し
た
。 

・
紙
継
ぎ
目
は
、
各
紙
の
終
わ
り
に
当
た
る
箇
所
に
」
を
付
し
、
｟
第
一
紙
、
紙
継
目

裏
に
黒
印
｠
の
よ
う
に
示
し
た
。 

・
朱
筆
に
よ
る
合
点
は
「
〽
」
で
示
し
た
。 

 

【
史
料
一
】
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」 

｟
表
紙
打
付
外
題
墨
書
｠
「
九
番
衆 

 

□
炊

｟
大

｠

頭

□
□
□
□
□

｟佳
氏 

 

往
来
田
カ
｠

」 

｟
題
箋
｠
「
堀
北
重
固
」 

 

九
番
衆 

大
炊
頭
佳
氏
往
来
田 

今
丹
波
守
兼
定 

 
 

 
 

拾
石
六
斗
八
升 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

指
出
分 

 
 

 
 

八
升 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

御
結
鎮
入
立 

 
 

 
 

 

合
拾
石
七
斗
六
升 

 
 

 
 

 

右
渡
方 

太

上
田
一
反
壱

柳
｟大
宮
郷
｠

畝
弐
拾
歩 

〽
壱
石
九
斗
八
升
四
合 

往
来
下
地
持 

五

上
田
一
反
三
歩

大
ツ
カ
｟中
村
郷
｠

 
 

 
 

 

〽
壱
石
七
斗
壱
升
七
合 

往
来
下
地
持 

一

中
田
一
反 

 
 

 

ハ
ナ
カ
ラ
ケ
｟小
山
郷
｠

 
 

 
 

〽
壱
石
六
斗 

 
 

 
 

 
 

往
来
下
地
持 

六

下
田
一
反
弐
畝

か
ち
田
｟岡
本
郷
｠

 
 

 
 

 
 

壱
石
八
斗 

 
 

 
 

 
  

往
来
下
地
持 

 
 

 
 

 
 

 

内 
 

 

壱
斗 

 
 

 

木
工
允
社
領 

 

〽
壱
石
七
斗 

主
往
来
ニ
渡
之 

五

上
田
九
畝
五
歩

ミ
ク
ス
｟中
村
郷
｠

     

〽
壱
石
五
斗
五
升

八
合

四
夕  

     

往
来
下
地
持  

」     
 

｟第
一
紙
、
紙
継
目
裏
に
黒
印
｠ 

二

上
田
弐
段
五
畝

カ
ク
テ
ン
｟小
山
郷
｠

 
 

  
 

 

四
石
弐
斗
五
升 

 
 

 
 

池
尻

介
五
郎 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

三
斗
壱
升
壱
合
弐
夕 

権
亮
往
来
ニ
渡
之 

 
 

 
 

 
 

 

内 

七
斗 

 
 

 
 

 
 

 
  

右
衛
門
佐
往
来
ニ
渡
之 

       
 

 
 

 
 

七
斗 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
学
助
往
来
ニ
渡
之 

       
 

 
      

弐
斗
七
升
九
夕 

 
 

 

越
後
守
往
来
ニ
渡
之 

       
 

       
壱
斗
六
升
七
合
九
夕 

民
部
大
輔
往
来
ニ
渡
之 



 

 

Antitled vol. 5 2026 
15 
 

228 「九番衆大炊頭佳氏往来帳」・「三番衆安芸守保朝貴布禰帳」 

       
 

 
 

 
 

七
斗 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
人
往
来
ニ
渡
之 

       
 

 
 

 
 

七
斗 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
佐
守
往
来
ニ
渡
之 

       
 

  
 

〽
七
斗 

 
 

  
 

 
    

 

大
炊
頭

｟
佳

氏

｠
往
来
ニ
渡
之 

一

上
田
一
反
弐
拾
歩

柳
ノ
本
｟河
上
郷
｠

 
 

 
 

弐
石
壱
斗
三
升
三
合 

 
 

柳
原

与
五
郎 

 
 

 
 

    
 

九
斗
七
升
三
合 

 
 

 
 

 
 

大
蔵
大
輔
往
来
ニ
渡
之 

 
 

 
   

内 

九
合
九
夕 

 
 

 
 

 
 

    

未
進 

      
    

〽
壱
石
壱
斗
七
升
四
合
六
夕 

大
炊
頭

｟
佳

氏

｠
往
来
ニ
渡
之 

五

上
田
一
反
壱
畝
拾
歩

大
ノ
東
マ
タ
｟小
山
郷
｠

 
 

 

壱
石
九
斗
弐
升

六
合

七
夕 

池
尻
町

左
衛
門
九
郎 

 
 

 
 

 

内   

壱
石
六
斗 

大
炊
頭
貴
布
禰
田 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〽

三

斗

弐

升

六

合

 
 

同

人

往

来

ニ

渡

之 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

合 

拾
石
七
斗
六
升 

 
 

 

内
四
升 

 

御
結
鎮
入
立 

大
炊
頭

｟
佳

氏

｠
貴
布
禰
田
へ
斗 

  
 

 
 

御
結
鎮
募
分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」

｟第
二
紙
、
紙
継
目
裏
に
黒
印
｠ 

 

八
十
文 

 
 

 
 

 
 

河
上
郷 

 

八
十
文 

 
 

 
 

 
 

小
山
郷
｟
「
大
宮
郷
」
と
書
か
れ
た
上
に
「
小
山
郷
」
の
貼
紙
｠ 

 

弐
百
四
十
文 

 
 

 

中
村
郷 

 
 

 
 

外
ニ 

 

八
十
文 

 
 

 
 

 
 

作
所 

 

壱
所
六
斗
八
升

河
上
郷
壱
本
木

 
 

 

落
地
往
来
持 

 
 

 
 

宮
内
少
輔
領 

 

壱
所

同
郷

三
斗
六
升 

 

落
地
往
来
持 

 
 

 
 

勧
世

︹
観
︺

領 

 

右
往
来
田
之
帳
者
、
以
古
帳
之
趣
、
加
社
中
吟
味
、 

 

各
一
巻
宛
書
渡
之
畢
、
自
今
以
後
弥
年
中
之 

 

社
役
諸
出
来
、
如
指
出
之
高
、
可
被
相
勤
者
也
、 

 

仍
評
定
之
衆
評
如
件
、 

沙
汰
人 

 
 

寛
文
三

癸卯

年
六
月
十
日 

 
 

 
 

 

季

丹
後
守

芳
｟
花
押
｠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保

正
親
佑

味
｟
花
押
｠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

｟第
三
紙
、
紙
継
目
裏
に
黒
印
｠ 

氏

主
計
助

任
｟
花
押
｠
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」

｟第
四
紙
｠ 

 

【
史
料
二
】
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」 

 

｟
表
紙
打
付
外
題
墨
書
｠
「
三
番
衆 

安
芸

守
□
□ 

｟
保

朝
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貴
布
禰
田
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三
番
衆 

安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
田 

今
主
税
助
保
臺 

 
 

壱
石 

 
 

 
 

さ
し
出
分 

 
 

四
升 

 
 

 
 

御
結
鎮
入
立 

 
 

 

合
壱
石
四
升 

 
 

 
 

 

右
渡
方 

三

上
田
一
反
弐
十
歩

九
日
田
︵
小
山
郷
︶

 

弐
石
壱
斗
三
升

三
合

三
夕 

与
九
郎

西
村

 

 
 

 
 

内 

壱
石
壱
斗
三
升
三
合
三
夕 

安
芸
守

｟
保

朝

｠
往
来
田 

 
 

 
 

 

〽
壱
石 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
人
貴
布
禰
田
へ
渡
之 

 
 

 
 

 

〽
四
升 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同
人
往
来
田
之
内
ヨ
リ
出
也 

 
 

 
 

 

御
結
鎮
募
分 

 
 

八
十
文 

 
 

大
宮
郷 

右
貴
布
禰
田
之
帳
者
、
以
古
帳
之
趣
、
加
社 

中
吟
味
、
各
一
巻
宛
書
渡
之
畢
、
自
今
以 

後
弥
年
中
之
社
役
諸
出
来
、
如
指
出
之 

高
、
可
被
相
勤
者
也
、
仍
評
定
之
衆 

 
 

 

」

｟第
一
紙
、
紙
継
目
裏
に
黒
印
｠ 

評
如
件
、  

 
 

沙
汰
人 

 
 

寛
文
三

癸卯

年
六
月
十
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季

丹
後
守

芳
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押
｠ 
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保

正
親
佑

味
｟
花
押
｠ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

同  

氏

主
計
助

任
｟
花
押
｠

」

｟第
二
紙
｠ 
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写
真 

 

【
史
料
一
】
「
九
番
衆
大
炊
頭
佳
氏
往
来
帳
」 

表
紙
打
付
外
題
墨
書
「
九
番
衆 

□
｟
大
｠
炊
頭
□
□
□
□
□
｟
佳
氏
往
来
田
カ
｠
」 

     

表
紙
題
箋
「
堀
北
重
固
」 

    

紙
継
目
裏
黒
印 

      

表
紙
・
第
一
紙 
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第
一
紙
・
第
二
紙 

                    

第
三
紙
・
第
四
紙
・
軸
付
紙 
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【
史
料
二
】
「
三
番
衆
安
芸
守
保
朝
貴
布
禰
帳
」 

表
紙
・
第
一
紙 

                   

第
一
紙
・
第
二
紙 

                

表
紙
打
付
外
題
墨
書
「
三
番
衆 

安
芸
守
□
□
｟
保
朝
｠ 

貴
布
禰
田
」 
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裏
側
の
補
修
状
況
｟
上
:
全
体
、
下
:
拡
大
、
茶
色
に
変
色
し
た
箇
所
が
補
修
箇
所
｠ 

                    

       
 

【表】「九番衆大炊頭佳氏往来帳」における往来田の内訳

記
載
順

地字名
須磨

復元図
NO.

地種品 面積

検地により算出
された佳氏往来

田の分米高
（石斗升合夕）

作人等
田分け後の佳氏

の分米高
（石斗升合夕）

田分後の
他の氏人らへの

配分合計
（石斗升合夕）

備考

1 柳（大宮郷） - 上田 1反1畝20歩 19840 - 19840 -
2 大ツカ（中村郷） 1112 上田 1反　　　3歩 17170 - 17170 -
3 ハナカラケ（小山郷） 172 中田 1反 16000 - 16000 -
4 かち田（岡本郷） 1512 下田 1反2畝 18000 - 17000 01000
5 ミクス（中村郷） 1149 上田     9畝5歩 15584 - 15584 -
6 カクテン（小山郷） 292 上田 2反5畝 42500 池尻介五郎 07000 35500
7 柳ノ本（河上郷） - 上田 1反　 　20歩 21330 柳原与五郎 11746 09829 9合9夕は未進
8 大ノ東マタ（小山郷） 1416 上田 1反1畝10歩 19267 池尻町左衛門九郎 03260 16000 佳氏貴布禰田

合計 16石9斗6升9合1夕 10石7斗6升 6石2斗3升2合9夕

※本表は「九番衆大炊頭佳氏往来帳」の内容を示したものである。
※「須磨復元ＮＯ.」は、須磨千穎氏が「天正十七年山城愛宕郡賀茂検地帳復元田図」の作成に当たって、天正十七年の検地帳に付した通し番号と一致す
る田地について、その通し番号を示した（須磨 二〇一五・二〇一六・二〇一九・二〇二二）。
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